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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベータかごに付随する垂直延在部材の揺れにつながる条件が存在する際にエレベー
タかごが所定の臨界ゾーンにいる時間が所定の長さを超えないように、この条件が存在す
る際にエレベータかごが所定の臨界ゾーンにいる時間を制御するために、この条件が存在
する時に、エレベータかご運行スケジュールを選択的に制御することを含む、エレベータ
装置の制御方法であって、
　　第１のスケジュール制御法を用い、
　　前記条件が存在している時を判断し、
　　前記条件が存在しているとの判断に応答して、前記時間が前記所定の長さを超えるの
を防止することを含む別の第２のスケジュール制御法に切り替え、
　　前記条件が所定の基準を満たす時に、第２のスケジュール制御法を用い、
　　前記条件が別の基準を満たす時に、エレベータかごが臨界ゾーンに許可される別の所
定の長さの時間を含む別の第３の制御法に切り替える、
　ことを含み、さらに、
　　乗客のサービス要求によってエレベータかごが臨界ゾーンに停止することが要求され
ているかを判断し、
　　エレベータかごが要求されたサービスを提供するとしたら前記所定の長さより長い間
臨界ゾーンにいることになる場合、乗客のサービス要求を拒否し、
　　エレベータかごが臨界ゾーンにおいて前記所定の長さの時間を超えずに要求されたサ
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ービスを提供できることになる場合、乗客のサービス要求を受け入れる、
　ことを含むことを特徴とする、エレベータ装置の制御方法。
【請求項２】
　乗客のサービス要求が拒否された場合、エレベータかごの外部にある目的階入力装置ま
たはエレベータかごの内部にあるかご操作盤の少なくとも一方を介して、音声表示または
視覚表示の少なくとも一方を含む表示を乗客に示すことを含むことを特徴とする請求項１
記載の制御方法。
【請求項３】
　乗客のサービス要求が拒否された場合、乗客に代替の階床を選択させることを含むこと
を特徴とする請求項１記載の制御方法。
【請求項４】
　臨界ゾーン内の階床での停止回数が所定の回数を超えないように臨界ゾーン内の階床で
の停止回数を制限することを含むことを特徴とする請求項１記載の制御方法。
【請求項５】
　少なくともエレベータかごが臨界ゾーンにいる際の、エレベータかごの運動プロフィー
ルを変更することによって、エレベータかごが臨界ゾーンにいる時間を制御することを含
むことを特徴とする請求項１記載の制御方法。
【請求項６】
　臨界ゾーン内でサービスされる乗客の人数を制御することを含むことを特徴とする請求
項１記載の制御方法。
【請求項７】
　臨界ゾーン内の複数の階床へのサービスを要求している複数の乗客をひとまとめにして
、これら複数の乗客全員を１つの階床に運ぶようにスケジュールすることを含むことを特
徴とする請求項１記載の制御方法。
【請求項８】
　前記１つの階床は臨界ゾーン内にあることを特徴とする請求項７記載の制御方法。
【請求項９】
　前記１つの階床は、臨界ゾーンに隣接しているが、その外側にあることを特徴とする請
求項７記載の制御方法。
【請求項１０】
　臨界ゾーンにいる際にエレベータかごのドアが開になっている時間の長さを短縮するこ
とによって、エレベータかごが臨界ゾーンにいる時間を制御することを含むことを特徴と
する請求項１記載の制御方法。
【請求項１１】
　複数のエレベータかごのうちの１つに対し、この複数のエレベータかごの各々について
の、対応する臨界ゾーンでのスケジュールされた停止回数に基づいて、乗客のサービス要
求を割り当てることを含むことを特徴とする請求項１記載の制御方法。
【請求項１２】
　　エレベータかごと、
　　エレベータかごに付随する垂直延在部材と、
　　垂直延在部材の揺れにつながる条件を検出する検出器と、
　　前記条件が存在する時に、エレベータかごが所定の臨界ゾーンにいる時間の長さが所
定の長さを超えないように、エレベータかごの運行スケジュールを制御する運行スケジュ
ール制御装置と、
　を備える、エレベータ装置であって、
　運行スケジュール制御装置は、前記条件が存在しない時に第１のスケジュール制御法を
用い、前記条件が存在することに応答して、前記時間が前記所定の長さを超えるのを防止
することを含む別の第２のスケジュール制御法に切り替え、
　運行スケジュール制御装置は、前記条件が所定の基準を満たす時に、第２のスケジュー
ル制御法を用い、前記条件が別の基準を満たす時に、エレベータかごが臨界ゾーンに許可
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される別の所定の長さの時間を含む別の第３の制御法を用い、
　運行スケジュール制御装置は、乗客のサービス要求によってエレベータかごが臨界ゾー
ンに停止することが要求されているかを判断し、エレベータかごが要求されたサービスを
提供するとしたら前記所定の長さより長い間臨界ゾーンにいることになる場合、乗客のサ
ービス要求を拒否し、エレベータかごが臨界ゾーンにおいて前記所定の長さの時間を超え
ずに要求されたサービスを提供できることになる場合、乗客のサービス要求を受け入れる
ことを特徴とするエレベータ装置。
【請求項１３】
　運行スケジュール制御装置は、乗客のサービス要求が拒否された場合、エレベータかご
の外部にある目的階入力装置またはエレベータかごの内部にあるかご操作盤の少なくとも
一方を介して、音声表示または視覚表示の少なくとも一方を含む表示を乗客に示すことを
特徴とする請求項１２記載のエレベータ装置。
【請求項１４】
　運行スケジュール制御装置は、複数のエレベータかごのうちの１つに対し、この複数の
エレベータかごの各々についての、対応する臨界ゾーンでのスケジュールされた停止回数
に基づいて、乗客のサービス要求を割り当てることを特徴とする請求項１２記載のエレベ
ータ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般にエレベータ装置およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エレベータ装置の多くは、１つまたは複数の荷重支持部材からなるローピングによって
昇降路内で吊り下げられているエレベータかごとつり合いおもりを備える。エレベータか
ごとつり合いおもりを支持するとともに、昇降路内でエレベータかごを所望の位置へと移
動させるために、一般に複数のロープ、ケーブルまたはベルトが使用される。荷重支持部
材は一般に、所望のローピング構成に従っていくつかのシーブに掛けられる。ローピング
構成に基づいて所望の配置に荷重支持部材を維持するのが望ましい。
【０００３】
　エレベータ装置の多くには、他の垂直延在部材がある。タイダウン補償は一般に、エレ
ベータかごやつり合いおもりの下にある鎖やローピングによる。エレベータ装置はまた一
般に、エレベータかごに付随する構成要素と昇降路に対して固定された位置との間で電力
や信号の伝達を行う移動ケーブルを備える。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　荷重支持部材、タイダウン補償部材、移動ケーブルなどの垂直延在部材の１つまたは複
数がエレベータ昇降路内で揺れ始めることが可能になる条件がある。この揺れは、ビルの
揺れの大きさが低層ビルに比較して一般に大きい高層ビルの場合、また、ビルの揺れの振
動数が昇降路内の垂直延在部材の固有振動数の整数倍である場合に最も顕著になる。揺れ
条件に付随する不利益が知られている。
【０００５】
　昇降路内の垂直延在部材の揺れを軽減または最小化するさまざまな提案がなされている
。一例として、例えば荷重支持部材の揺れを抑制する機械装置としてスイングアームを使
用する方法が挙げられる。米国特許第５，９４７，２３２号にはこのような装置が示され
ている。米国特許第５，１０３，９３７号にはこの種の別の装置が示されている。
【０００６】
　別の方法は、追従かごをエレベータかごに付随させることである。追従かごは、揺れの
軽減のためにエレベータかごの下に効果的に吊り下げられて、エレベータかごと昇降路の
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底部の間の中間位置に配置される。この方法に付随する大きな欠点は、この方法によって
エレベータ装置に追加の構成要素および費用が導入されることである。追従かごとそれに
付随する構成要素に加えて、他の場合に必要とされるより大きなエレベータピットが必要
になり、このエレベータピットの大きさによって、占有される敷地空間が追加され、また
、エレベータ昇降路の設計、建築に追加の費用や複雑さが導入される。また、追従かごは
、補償ロープの揺れを軽減すると考えられるだけであり、追従かごによって、エレベータ
装置に追加の複雑さが導入されるおそれがある。
【０００７】
　別の方法として、揺れを最小化するためにエレベータかごの位置と、昇降路内をかごが
移動する速度とを制御することが挙げられる。垂直延在部材をより効果的に振動させる特
定のビル揺れ振動数に対応する、昇降路内の特定のエレベータかごの位置を特定する方法
が知られている。方法の一つとして、揺れにつながる条件が存在する場合のそのようない
わゆる臨界位置にエレベータかごが止まるようにされる時間の長さを最小化することが挙
げられる。ＷＯ２００７／０１３４３４、ＷＯ２００５／０４７７２４にはさまざまなエ
レベータ移動制御方法が記載されている。
【０００８】
　従来の方法は有用であることはわかっているが、当業者は常に改善に努めている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　エレベータ装置を制御する例示的な方法には、エレベータかごに付随する垂直延在部材
の揺れにつながる条件が存在する場合にエレベータかごの運行スケジュールを選択的に制
御することが含まれる。運行スケジュールの制御によって、条件が存在する時に、エレベ
ータかごが所定の臨界ゾーンにいる時間が所定の長さを超えないように、この時間を制御
する能力が得られる。
【００１０】
　例示的なエレベータ装置は、エレベータかごを備える。少なくとも１つの垂直延在部材
が、エレベータかごに付随する。検出器が、垂直延在部材の揺れにつながる条件を検出す
る。運行スケジュール制御装置が、条件が存在する時に、エレベータかごが所定の臨界ゾ
ーンにいる時間の長さが選択された長さを超えないように、エレベータかごの運行スケジ
ュールを制御する。
【００１１】
　開示された実施例のさまざまな特徴、利点は、以下の詳細な説明から当業者には明らか
となるであろう。詳細な説明に付随する図面は、以下のように簡単に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の例示的な実施例を組み込むことが可能なエレベータ装置の選択された部
分の概略図。
【図２】本発明の例示的な実施例に従って設計される揺れ軽減の実施例の方法の概略図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の例示的な実施例によって、例えば、荷重支持部材（例えば、エレベータロープ
またはベルト）、タイダウン補償部材、移動ケーブルなどの１つまたは複数の垂直延在部
材の揺れの量を制御する、エレベータ昇降路内の揺れ軽減が実現される。エレベータかご
の運行スケジュールを戦略的に制御することによって、従来の方法に比較して向上した揺
れ軽減が実現される。
【００１４】
　図１は、エレベータ装置２０の選択された位置を概略示している。エレベータかご２２
およびつり合いおもり２４が既知の方法で昇降路２６内を移動可能である。エレベータか
ご２２およびつり合いおもり２４は、エレベータかご２２およびつり合いおもり２４の重
量を支持するとともにこれらを既知の方法で移動させるローピングまたはベルトを含む荷
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重支持装置によって支持されている。例示的な荷重支持部材３０が図１に示されている。
例示された実施例では、タイダウン補償部材３２が、既知の方法でタイダウン補償を行う
ようにエレベータかご２２およびつり合いおもり２４に付随している。移動ケーブル３４
が、エレベータかご２２に付随する構成要素と、昇降路２６に対して固定された位置に一
般に配置される少なくとも１つの他の装置との間で電力および電気信号を伝達する。
【００１５】
　荷重支持部材３０、タイダウン補償部材３２および移動ケーブル３４のそれぞれが、昇
降路２６内の垂直延在部材である。垂直延在部材３０、３２、３４のいずれか１つまたは
複数は、揺れにつながる適切な条件が存在する場合、昇降路２６内で揺れ始めることが可
能になる。ビルの揺れは、特にその振動数が垂直延在部材の固有振動数の整数倍である場
合に、昇降路内の垂直延在部材の揺れを誘起することが知られている。
【００１６】
　図１の実施例は、存在するビルの揺れの検出を行うように既知の方法で作動するセンサ
３６を含む。一実施例では、センサ３６は、振子型センサを含む。別の実施例は、風速計
を含む。別の実施例は、加速度計やビル同調マスダンパを含む。制御装置３８が、センサ
３６と通信して、昇降路２６内の少なくとも１つの垂直延在部材の揺れにつながる条件が
存在するかを判断する。制御装置３８は、エレベータかごの運行スケジュールを選択的に
制御することによって、このような条件に対応するようにプログラムされている。
【００１７】
　図２は、実施例の方法の概要を示す流れ図４０を含む。制御装置３８は、４２において
、通常の運行スケジュール制御を実行する。エレベータ装置は、エレベータ装置内の１つ
または複数のエレベータかごが乗客のサービス要求にどのように対応するかを規定する通
常の運行スケジュール制御アルゴリズムを有する。一実施例では、制御装置３８は、乗客
がエレベータかごの外でサービス要求を入力する目的階入力方法に基づいて作動する。別
の実施例では、制御装置３８は、例えば、かご操作盤を用いてかご内でなされた乗客の要
求に基づいて作動する。
【００１８】
　４４において、揺れにつながる条件が存在するかの判断がなされる。これは、図１の実
施例では、センサ３６が行う検出が、１つまたは複数の垂直延在部材の揺れがありそうで
あると示しているかを判断する制御装置３８によって実行される。揺れがありそうでない
場合、図２の処理は、４２において通常の運行スケジュール制御の実行を継続する。揺れ
につながる条件が存在する場合、異なる運行スケジュール制御が実行される。
【００１９】
　図２の実施例では、２つの異なる戦略的な運行スケジュール制御法が、異なる揺れの条
件に対して用いられる。図２の実施例は、４６において、揺れにつながる条件が、所定の
基準を満たすかの判断を含む。基準を満たす場合、運行スケジュールは、４８において第
１の制御法を用いて、エレベータかご２２が所定の臨界ゾーンにいる時間を所定の長さよ
り短く維持するように制御される。４６において基準が満たされない場合、５０において
、揺れにつながる条件が別の基準（例えば、よりきびしい基準）を満たすかの判断がなさ
れる。別の基準を満たす場合、運行スケジュールは、５２において第２の制御法を用いて
制御される。異なる制御法によって、揺れにつながる異なる種類の条件に対して異なるパ
ラメータおよび制御値が使用可能となる。例えば、比較的小規模の揺れにつながる条件で
は、エレベータかごが臨界ゾーンに止まることが可能な時間をより長くすることができる
。他方で、より激しい揺れにつながる条件では、エレベータかごが臨界ゾーンに止まる時
間の長さを、より制限するか、またはゼロにすることが要求できる。揺れにつながる異な
る条件を記載する基準によって、図２の実施例では、エレベータかごまたは一群のエレベ
ータかごの運行スケジュールを制御するように異なる特殊化された制御法を選択可能であ
る。
【００２０】
　エレベータかごの運行スケジュールを選択的に制御することによって、揺れまたは揺れ
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の影響を最小化することが容易になる。例示的な運行スケジュール制御の一態様は、揺れ
につながる現在の条件に基づいて、エレベータかごが臨界ゾーンにいる時間の長さを所望
の長さより短く維持することである。
【００２１】
　図２の実施例は、第１の制御法の一部、または第２の制御法の一部、または両方の一部
となり得る複数の異なる制御技術を含む。例示的な実施例が運行スケジュールを制御する
方法の１つは、６０において、エレベータかごが臨界ゾーン内で行う停止回数を制限する
ことである。例えば、４８において用いられる第１の制御法によって、臨界ゾーンでの停
止回数を選択することができる。５２において用いられる第２の制御法によって、揺れに
つながる条件が存在している間、臨界ゾーンでの停止回数をより少なくすることができる
。臨界ゾーンでの停止回数を制限することは、エレベータかごが臨界ゾーンにいる時間の
長さに影響する。いくつかの実施例では、ある大きさの揺れにつながる特定の条件下で、
臨界ゾーンでの停止が行われるのを防止するように、臨界ゾーンでの停止回数を制限する
ことができる。
【００２２】
　６２において、別の制御態様は、臨界ゾーンに運ばれる乗客の人数を制限することを含
む。例えば、臨界ゾーンに運ばれる乗客を５人にすることができる。許容できる人数の選
択は、平均乗客体重、停止階での停止時間、または、どのように乗客の人数に基づいて停
止時間を制御するか、あるいは、これらの要因の組み合わせに依存する。特定のエレベー
タ装置構成および本説明を考慮すれば、当業者は、エレベータかごが臨界ゾーンにいる時
間の長さを制御することによって、彼らの特定の状況における揺れを軽減する要求を満た
すように臨界ゾーンに運ばれることができる乗客の人数を制御する最良の方法を決定でき
る。
【００２３】
　６４において、エレベータかごの選択が、エレベータかごが臨界ゾーンで有する停止割
り当て数に基づいて乗客の要求にサービスするように行われる。例えば、制御装置３８に
は、複数の可能なかごが利用可能な場合、乗客をエレベータかごにどのように割り当てる
かを制御する責任がある。６４に示される態様は、エレベータかごが臨界ゾーンで有する
停止回数に基づいてエレベータかごを選択することを含む。あるエレベータかごが臨界ゾ
ーンですでに１回停止している場合、一例では、臨界ゾーンへの停止が現在割り当てられ
ていない別のエレベータかごを選択することを含む。このような技術によって、実施例の
エレベータかごのそれぞれが臨界ゾーンに止まる時間を最小化することができる。別の実
施例では、エレベータ装置の特定の特性に起因して、エレベータかごのうちの１つをまっ
たく臨界ゾーンから排除するのが好ましい。このような実施例では、制御法は、臨界ゾー
ンでの停止に常に別のエレベータかごを割り当てるバイアスを含むことができる。
【００２４】
　６６において、図２の実施例は、複数の乗客を複数の階床に運ぶ代わりに彼らを１つの
階床にまとめることを含む。この態様は例えば、臨界ゾーンでの停止回数を最小化するの
に役立つ。５人の乗客が各階床とも臨界ゾーンにあるいくつかの別々の階床へのサービス
要求を行ったと仮定すると、この態様は、これらの乗客のうちの少なくとも一部の乗客全
員が、彼らの各要求に応じた別々の階床の代わりに１つの階床へと運ばれるように、これ
らの乗客のうちの少なくとも一部をまとめることを含む。例えば、臨界ゾーン内の１つの
階床が、揺れにつながる条件が存在している間、臨界ゾーンへのサービスを要求する乗客
全てを運ぶように割り当て可能である。このような乗客がエレベータかごから出なければ
ならない特定の階床へ彼らが運ばれることを彼らに示す何らかの表示（例えば、視覚また
は音声による）が彼らに示される。このような乗客が運ばれることになる階床は、彼らの
所望の階床位置へと最終的に到達するために、その階床で別のエレベータかごに乗り換え
る乗客の能力や、階段を利用する乗客の能力に基づいて選択可能である。
【００２５】
　一実施例では、臨界ゾーン内のある階床へのサービスを要求する乗客は誰でも、臨界ゾ
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ーンに隣接しているが、その外側にある指定された階床へと運ばれる。このような階床は
、そのような乗客の意図する目的階へと最終的に到達するために、例えば、その階床から
別のエレベータかごを利用する彼らの能力や、階段を利用する彼らの能力に基づいて選択
される。
【００２６】
　臨界ゾーン内の複数の階床で停止するのでなく乗客をひとまとめにして１つの階床に運
ぶことは、エレベータかごが臨界ゾーンで行う停止回収を最小化するのに役立ち、また、
エレベータかごが臨界ゾーンに止まる時間の長さを最小化するのに役立つ。
【００２７】
　６８において、臨界ゾーンでのエレベータかごのドア開時間の長さが短縮される。通常
のスケジュール制御法によって、エレベータかごが乗場で停止する際にドアが開になって
いる時間をある長さにすることができる。６８に示される態様は、ドアが開いたままの時
間の長さを短縮することを含み、この短縮によって、エレベータかごが臨界ゾーンの停止
階に止まらなければならない時間の長さを短縮することができる。臨界ゾーンにある時に
エレベータかごを出入りする乗客の人数を少なくすることによって、例えばドア開時間が
短縮可能となるので、この態様はまた、６２に概略示されるように臨界ゾーンに運ばれる
乗客の人数を制限することに関連して役立つことになる。
【００２８】
　７０において、少なくとも臨界ゾーンでの運動プロフィールを変更することを含む別の
態様が示される。エレベータかごは一般に、加速度、減速度、停止時間、ジャークのよう
な事項を制御する運動プロフィールを有する。エレベータかごが、揺れにつながる条件下
で臨界ゾーンに移動しなければならない時は、この態様は、加速度、減速度、ジャーク、
またはこれらの複数の組み合わせの量を変更することによって運動プロフィールを変更す
ることを含む。エレベータかごがそうでなければ臨界ゾーンへ移動可能でなくて数階分の
階段を上らなければならないのに比較して、臨界ゾーン内の所望の停止階へ運ばれるため
に、例えば加速度または減速度が増加する感覚を、乗客は喜んで受け入れることができる
。もちろん、加速度、減速度およびジャークの許容可能量には法令上の制限があり、一実
施例の方法は、エレベータかごが臨界ゾーンに止まる時間の長さを制限するために、これ
らのうちの１つの量を許容可能な限度にできる限り近づくように増加させることを含む。
【００２９】
　６０～７０に概略示した態様のいずれか１つまたはこれらの組み合わせは、図２の実施
例の第１の制御法または第２の制御法の一部として含めることができる。異なる条件基準
によって第１または第２の制御法の使用が開始すると仮定すると、態様６０～７０を規定
するパラメータは、２つの異なる制御法で異なる可能性があり、また、これらの１つまた
は複数が、特定の状況における必要に応じて同じものになる可能性もある。本説明および
ビルやエレベータ装置の詳細を考慮すれば、当業者は、態様６０～７０のいずれが好まし
いか選択することができ、また、これらに使用されるパラメータを好みに合わせて変更す
ることができる。
【００３０】
　上述の説明は、本質的に限定でなく例示である。開示された実施例に対する変更例およ
び変形例は、当業者には明らかとなるであろうし、必ずしも本発明の本質から逸脱するも
のではない。本発明に与えられる法律上の保護範囲は、以下の特許請求の範囲を検討する
ことによってのみ確定し得る。



(8) JP 5244965 B2 2013.7.24

【図１】 【図２】



(9) JP 5244965 B2 2013.7.24

10

フロントページの続き

(72)発明者  プリング，リチャード　ケー．
            アメリカ合衆国，コネチカット，エーボン，ノースゲート　１３２

    審査官  藤村　聖子

(56)参考文献  特開２００５－３２４８９０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０３１０４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００７／０９９６１９（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６６Ｂ　　　５／００－５／２８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

